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Ⅵ　水道等給水施設に関する基準

　　主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発にあって

は，水道その他の給水施設が第２号イからニまでに掲げる事項を勘案して，当該開発区域について想定

される需要に支障をきたさないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められているこ

と。この場合において，当該給水施設に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合し

ていること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法第33条第１項第４号）

　　給水施設に関する計画及び設計については，開発区域の規模，形状及び周辺の状況，開発区域内の土地

の地形及び地盤の性質，予定建築物等の用途，予定建築物等の敷地の規模及び配置を勘案し，当該開発区

域を所管する水道事業者（市町村）と協議して定められ設計されていること。




